
公立大学法人神戸市看護大学の組織に関する規程の一部等を改正する規程をここに公布

する。 

2024年10月31日 

公立大学法人神戸市看護大学理事長 北 徹 

公立大学法人神戸市看護大学規程第５号 

（組織に関する規程の一部改正）  

第１条 公立大学法人神戸市看護大学の組織に関する規程（2019年４月１日規程第１号）

の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

（職員）  

第４条 略。  

２ 前項の教員の職にあっては教授，准教

授，講師及び助教及び助手とし，特任教

員の職にあっては特任教授，特任准教授，

特任講師及び特任助教とする。 

２ 前項の教員の職にあっては教授，准教

授，講師，助教及び助手とし，特任教員

の職にあっては特任教授，特任准教授，

特任講師及び特任助教とする。 

 

 （職名及び辞令式に関する規程の一部改正） 

第２条 公立大学法人神戸市看護大学職員職名及び辞令式に関する規程（2019年４月１日

規程第52号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

（教員の職位名等） （教員の職位名等） 

第３条 教員の職位名として，教授，准教

授，講師及び助教及び助手を置く。 

第３条 教員の職位名として，教授，准教

授，講師，助教及び助手を置く。 

２～５ 略  

 

（職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程の一部改正） 

第３条 公立大学法人神戸市看護大学職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規程（2019

年４月１日規程第54号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

（職員の勤務時間の割振り）  

第６条の２ １～２ 略  

３ 理事長は，職員（細則で定める職員を

除く。以下この条において同じ。）につ

いて，始業及び終業の時刻について職員

の申告を考慮して当該職員の勤務時間を

割り振ることが業務の運営に支障がない

と認める場合には，第１項の規定にかか

わらず，細則で定めるところにより，次

の各号に掲げる職員の申告を経て，当該

各号に定める期間（次項において「単位

期間」という。）ごとの期間につき第５

条に規定する勤務時間となるように当該

職員の勤務時間を割り振ることができ

る。 

 

(１) 教員及び特任教員（助教及び助手

に限る。） ３月間 

(１) 教員及び特任教員（助教及び助手

に限る。） ３月間 

(２) 略  

４ 略   



（改正前） （改正後） 

（専門業務型裁量労働制） （専門業務型裁量労働制） 

第10条 職員就業規則第３条に規定する教

員及び特任教員（助教及び助手を除く。）

については，労基法第 38条の３に規定す

る手続を経て専門業務型裁量労働制を適

用する。 

第10条 職員就業規則第３条に規定する教

員及び特任教員（助教及び助手を除く。）

については，労基法第 38条の３に規定す

る手続を経て専門業務型裁量労働制を適

用する。 

 

（職員の給与に関する規程の一部改正） 

第４条 公立大学法人神戸市看護大学職員の給与に関する規程（2019年４月１日規程第71

号）の一部を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

別表第１ 教育職給料表（第３条関係） 別表第１ 教育職給料表（第３条関係） 

 略  

備考  この表は教授，准教授，講師及び

助教及び助手並びに特任教授，特任准教授，

特任講師及び特任助教に適用する。 

備考  この表は教授，准教授，講師及び

助教及び助手並びに特任教授，特任准教授，

特任講師及び特任助教に適用する。 

別表第５（第３条関係） 別表第５（第３条関係） 

(１) 教育職給料表級別基準職務表 (１) 教育職給料表級別基準職務表 

 職務

の級 

基準となる職務   職務

の級 

基準となる職務  

 １級 助教及び助手の職務   １級 助教及び助手の職務  

 ２級 略      

 ３級 略      

 ４級 略      

  

 （職員就業規則の一部改正） 

第５条 公立大学法人神戸市看護大学職員就業規則（2019年４月１日規程第44号）の一部

を次のように改正する。 

（改正前） （改正後） 

（適用範囲）  

第３条 略  

２ 公立大学法人神戸市看護大学職員の任

期に関する規程（ 2024年  月 日規程第 

号）で定めるところにより任期を付して

雇用される教員については，同規程で定

めるもののほか，この就業規則を適用す

る。 

２ 公立大学法人神戸市看護大学職員の任

期に関する規程（ 2024年 10月 31日規程第 

６号）で定めるところにより任期を付し

て雇用される教員については，同規程で

定めるもののほか，この就業規則を適用

する。 

２ 略 ３  

（退職）  

第44条 職員は，次の各号に掲げる場合の

いずれかに該当するときは，当該各号に

掲げる日に退職する。 

 

(１)～（２） 略  

(３) 第３条第２項に規定する任期を付

して雇用される教員について，任期が

満了した場合 任期満了の日 

(３) 第３条第２項に規定する任期を付

して雇用される教員について，任期が

満了した場合 任期満了の日 



（改正前） （改正後） 

(３) 略 (４)   

(４) 略 (５)   

附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は，2025年４月１日より施行する。 


